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移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示の公布に伴う交通警察

の対応について（通達） 

移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示（令和７年国家公安委員会

・総務省・文部科学省・国土交通省告示第１号。以下「改正告示」という。別添参照）が

 本日公布され、令和８年４月１日に施行されることとなった。

改正告示のうち、交通警察に関わる部分の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理

 上遺憾のないようにされたい。

 記

 １　改正の趣旨

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下

「法」という。）第３条において、主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進

するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めるとされているところ、同条に

基づき定められた移動等円滑化の促進に関する基本方針（令和２年国家公安委員会・総

務省・文部科学省・国土交通省告示第１号。以下「基本方針」という。）において、移動

等円滑化の意義や信号機等に係る目標等が定められているが、改正告示による改正前の

基本方針（以下「旧基本方針」という。）の目標は令和７年度末までのものとなっていた。 

そのため、関係省庁において学識経験者や障害者団体等を構成員とする検討会を開催

し、同検討会における検討結果を踏まえ、令和８年度以降の目標を定めるため、基本方

 針を改正することとした。

 ２　改正の内容

旧基本方針に掲げられた信号機等に係る数値目標については、目標に係る期間を令和

12年度末までとした上で引き続き掲げるとともに、以下を新たに数値目標以外の目標と

して掲げることとした。 

○　重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路以外の道路についても、

高齢者、障害者等の通行の実態等に鑑み、基本構想等の作成状況その他の地域の

実情を踏まえて、信号機等の移動等円滑化を可能な限り実施する。 

 ３　留意事項

改正告示による改正後の基本方針（以下「新基本方針」という。）では、法第25条に基

づく基本構想の作成市町村数に係る数値目標が引き続き掲げられたほか、基本構想の見

直し等を実施した市町村の割合に係る数値目標が新たに掲げられた。このため、今後、

基本構想の作成又は見直しが増加し、これに伴い、信号機等の移動等円滑化を実施すべ



 き対象箇所も増加することが想定されることに留意すること。

また、従前から、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路以外の道路に

おいても、高齢者、障害者等の通行の実態、地域の実情、要望等を踏まえ、その必要性

を個別に判断し、信号機等の移動等円滑化を実施しているところであるが、新基本方針

では、この取組を数値目標以外の目標として掲げ、明確化することとした。各位にあっ

ては、引き続き、当該道路についても、必要な箇所については、視覚障害者をはじめと

 する高齢者、障害者等の移動等円滑化を促進すること。

なお、信号機等に係る数値目標に「原則として」とあるのは、他の事業の実施と併せ

て交通安全特定事業を実施しようとするときに先行すべき他の事業が実施されない場合、

災害の発生等により事業を実施しないことに関しやむを得ない事情がある場合等を除く

趣旨であることに留意すること。
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齢
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害
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す
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。
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移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
令
和
二
年
国
家
公
安
委
員
会
、
総

務

省
、

文
部
科
学
省
、
国
土
交
通
省

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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意
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及
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項

一

移
動
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滑
化
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意
義
及
び
目
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関
す
る
事
項

１

移
動
等
円
滑
化
の
意
義

１

移
動
等
円
滑
化
の
意
義

我
が
国
に
お
い
て
は
、世
界
の
ど
の
国
も
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
本
格
的
な
高
齢
社
会
を
迎
え
、

今
後
更
な
る
高
齢
化
が
進
展
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
高
齢
者
の
自
立
と
社
会
参
加
に
よ
る
、
健
全
で
活

力
あ
る
社
会
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
、
障
害
者
が
障
害
の
な
い
者
と
同
等
に
生
活
し
活

動
す
る
社
会
を
目
指
す
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
社
会
へ
の
浸
透
が
進
み
、
自
立
と
共
生
の
理

念
の
下
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
誰
も
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
支
え
合
う「
共
生
社
会
」

の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
二
十
六
年
条
約
第
一
号
）

の
締
結
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）等
の
関
連
法
制
の
整
備
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
等
を
契
機
と
し
て
、
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、
全
国
に
お
い
て
更
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
も
含
め
て
誰
も

が
包
摂
さ
れ
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、世
界
の
ど
の
国
も
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
本
格
的
な
高
齢
社
会
を
迎
え
、

今
後
更
な
る
高
齢
化
が
進
展
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
高
齢
者
の
自
立
と
社
会
参
加
に
よ
る
、
健
全
で
活

力
あ
る
社
会
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
、
障
害
者
が
障
害
の
な
い
者
と
同
等
に
生
活
し
活

動
す
る
社
会
を
目
指
す
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
社
会
へ
の
浸
透
が
進
み
、
自
立
と
共
生
の
理

念
の
下
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
誰
も
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
支
え
合
う「
共
生
社
会
」

の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
二
十
六
年
条
約
第

一
号
）
の
締
結
及
び
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）等
の
関
連
法
制
の
整
備
に
加
え
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

年
法
律
第
百
号
）
が
公
布
・
施
行
さ
れ
た
こ
と
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
等
を
契
機
と
し
て
、
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
全
国
に
お
い
て
更
に

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
も
含
め
て
誰
も
が
包
摂
さ
れ
活
躍
で
き
る

社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
環
境
の
整
備
を
一
刻
も
早
く
推

進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
移
動
及
び
施
設
の
利
用
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
社
会
参
加
を

す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の

実
現
の
た
め
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
環
境
の
整
備
を
一
刻
も
早
く
推

進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
移
動
及
び
施
設
の
利
用
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
社
会
参
加
を

す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の

実
現
の
た
め
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
の
み
で
な
く
、「
ど
こ

で
も
、
誰
で
も
、
自
由
に
、
使
い
や
す
く
」
と
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
全
て

の
利
用
者
に
利
用
し
や
す
い
施
設
及
び
車
両
等
の
整
備
を
通
じ
て
、
国
民
が
生
き
生
き
と
安
全
に
暮
ら
せ
る

活
力
あ
る
社
会
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
の
み
で
な
く
、「
ど
こ

で
も
、
誰
で
も
、
自
由
に
、
使
い
や
す
く
」
と
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
全
て

の
利
用
者
に
利
用
し
や
す
い
施
設
及
び
車
両
等
の
整
備
を
通
じ
て
、
国
民
が
生
き
生
き
と
安
全
に
暮
ら
せ
る

活
力
あ
る
社
会
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
第
一
条
の
二
の
基
本
理
念
の
規
定
に
定
め
る
よ
う
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
は
、
高
齢

者
、障
害
者
等
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、

制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
（
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
障
壁
」）の
除
去
及
び
共
生
社
会
の
実
現
に

資
す
る
も
の
で
あ
り
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
の
意
義
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
法
第
一
条
の
二
の
基
本
理
念
の
規
定
に
定
め
る
よ
う
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
は
、
高
齢

者
、障
害
者
等
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、

制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
（
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
障
壁
」）の
除
去
や
、
共
生
社
会
の
実
現
に

資
す
る
も
の
で
あ
り
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
の
意
義
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
法
に
い
う
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
は
、
高
齢
者
、
全
て
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
の
み
な
ら

ず
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
発
達
障
害
者
を
含
む
。）、
妊
産
婦
等
そ
の
他
の
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
者
は
全
て
含
ま
れ
る
。

な
お
、
法
に
い
う
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
は
、
高
齢
者
、
全
て
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
の
み
な
ら

ず
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
発
達
障
害
者
を
含
む
。）及
び
妊
産
婦
等
、
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に

お
い
て
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
者
は
全
て
含
ま
れ
る
。

ま
た
、
障
害
特
性
は
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
視
覚
障
害
に
つ
い
て
も
、
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ

る
移
動
等
円
滑
化
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
並
び
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
に
は
、
知
的
障

害
者
、
精
神
障
害
者
、
発
達
障
害
者
等
の
知
覚
面
又
は
心
理
面
の
働
き
が
原
因
で
発
現
す
る
疲
れ
や
す
さ
、

喉
の
渇
き
、
照
明
へ
の
反
応
、
表
示
の
分
か
り
に
く
さ
等
の
負
担
の
原
因
と
な
る
様
々
な
制
約
が
含
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
が
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
移
動
等
円
滑
化
に
は
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

に
よ
る
移
動
上
又
は
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
向
上
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
障
害
特
性
は
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
視
覚
障
害
に
つ
い
て
も
、
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ

る
移
動
等
円
滑
化
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
並
び
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
に
は
、
知
的
障

害
者
、精
神
障
害
者
及
び
発
達
障
害
者
等
の
知
覚
面
又
は
心
理
面
の
働
き
が
原
因
で
発
現
す
る
疲
れ
や
す
さ
、

喉
の
渇
き
、
照
明
へ
の
反
応
、
表
示
の
分
か
り
に
く
さ
等
の
負
担
の
原
因
と
な
る
様
々
な
制
約
が
含
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
が
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
移
動
等
円
滑
化
に
は
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

に
よ
る
移
動
上
又
は
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
向
上
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
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ま
た
、
移
動
等
円
滑
化
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

意
見
を
十
分
に
聴
き
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
移
動
等
円
滑
化
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
を
十
分
に
聴
き
、
そ
れ

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
及
び
意
見
を
確
認
し
て
論
点
を
整
理
す
る
役
割
を
担
う
第
三
者
の
立

場
で
の
進
行
役
と
し
て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
等
を
設
置
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
当
事
者
参
画
を
実
施

す
る
こ
と
で
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
互
い
に
支
え
合
い
、
地
域
で
生
き
生
き
と
明
る
く
豊
か
に
暮

ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
障
害
当
事
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
支
援
者
等
が
ま
ち

づ
く
り
及
び
施
設
整
備
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
当
事
者
等
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
利
用
者
に

と
っ
て
も
よ
り
快
適
な
共
生
社
会
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
昨
今
の
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
の
進
歩
・
普
及
に
鑑
み
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
分
野
に
お
い

て
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
簡
単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
こ
と

及
び
人
手
不
足
等
の
課
題
を
解
消
で
き
る
一
方
で
、
様
々
な
障
害
特
性
を
前
提
と
し
、
障
害
特
性
又
は
程
度

に
応
じ
て
選
択
で
き
る
な
ど
、
誰
も
が
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

２

移
動
等
円
滑
化
の
目
標

２

移
動
等
円
滑
化
の
目
標

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

旅
客
施
設

旅
客
施
設

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場

鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
三
千
人
以
上
で
あ
る
鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場
（
以
下
「
鉄

軌
道
駅
」
と
い
う
。）並
び
に
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
で
あ
っ

て
重
点
整
備
地
区
内
の
生
活
関
連
施
設
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
お
い
て

利
用
す
る
旅
客
施
設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
鉄
軌

道
駅
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
ス

ロ
ー
プ
を
設
置
す
る
こ
と
を
始
め
と
し
た
段
差
の
解
消
、
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
、
点
状
ブ

ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
整
備
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ

ロ
ッ
ク
の
整
備
、
運
行
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
高
齢
者

障
害
者
等
用
便
房
の
設
置
、
券
売
機
が
あ
る
場
合
に
は
障
害
者
対
応
型
券
売
機
の
設
置
、
移
動
等
円
滑

化
さ
れ
た
経
路
に
改
札
口
が
あ
る
場
合
に
は
拡
幅
改
札
口
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

こ
の
場
合
、
地
域
の
要
請
及
び
支
援
の
下
、
鉄
軌
道
駅
の
構
造
等
の
制
約
条
件
を
踏
ま
え
、
可
能
な
限

り
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
鉄
軌
道
駅
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら

ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
及
び
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
（
以

下
「
基
本
構
想
等
」
と
い
う
。）の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を

可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
三
千
人
以
上
で
あ
る
鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場
（
以
下
「
鉄

軌
道
駅
」
と
い
う
。）並
び
に
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
で
あ
っ

て
重
点
整
備
地
区
内
の
生
活
関
連
施
設
で
あ
る
鉄
軌
道
駅
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則

と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
ス
ロ
ー
プ
を
設
置
す
る
こ
と
を
始
め
と
し
た
段
差
の
解

消
、
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備
の
整
備
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
整
備
、
運
行
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内

設
備
の
設
置
、便
所
が
あ
る
場
合
に
は
障
害
者
対
応
型
便
所
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

こ
の
場
合
、
地
域
の
要
請
及
び
支
援
の
下
、
鉄
軌
道
駅
の
構
造
等
の
制
約
条
件
を
踏
ま
え
、
可
能
な
限

り
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
鉄
軌
道
駅
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら

ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
及
び
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
（
以

下
「
基
本
構
想
等
」
と
い
う
。）の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を

可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

ホ
ー
ム
ド
ア
又
は
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
に
つ
い
て
は
、
転
落
及
び
接
触
事
故
の
発
生
状
況
、
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
軌
道
駅
の
構
造
及
び
利
用
実
態
、
地
域
の
実
情
等
を
勘
案
し
、
優
先
度
が

高
い
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
の
整
備
の
加
速
化
を
目
指
し
、
地
域
の
支
援
の
下
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に

四
千
番
線
を
整
備
す
る
。
そ
の
う
ち
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
十
万
人
以
上
の
鉄
軌
道

駅
に
お
い
て
、
九
百
番
線
を
整
備
す
る
。

ホ
ー
ム
ド
ア
又
は
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
に
つ
い
て
は
、
転
落
及
び
接
触
事
故
の
発
生
状
況
、
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
軌
道
駅
の
構
造
及
び
利
用
実
態
、
地
域
の
実
情
等
を
勘
案
し
、
優
先
度
が

高
い
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
の
整
備
の
加
速
化
を
目
指
し
、
地
域
の
支
援
の
下
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
三

千
番
線
を
整
備
す
る
。
そ
の
う
ち
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
十
万
人
以
上
の
鉄
軌
道
駅

に
お
い
て
、
八
百
番
線
を
整
備
す
る
。

ま
た
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
迂
回
に
よ
る
過
度
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
、
鉄
軌
道
駅
及
び
周
辺

施
設
の
状
況
、
鉄
軌
道
駅
の
利
用
状
況
、
鉄
軌
道
駅
の
構
造
等
の
制
約
条
件
等
を
踏
ま
え
、
地
域
の
支

援
の
下
、
可
能
な
限
り
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
二
以
上
設
け
る
。

ま
た
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
迂
回
に
よ
る
過
度
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
、
大
規
模
な
鉄
軌
道
駅

に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
軌
道
駅
及
び
周
辺
施
設
の
状
況
、
当
該
鉄
軌
道
駅
の
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、

可
能
な
限
り
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
二
以
上
設
け
る
。
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さ
ら
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
単
独
で
列
車
に
乗
降
し
や
す
い
鉄
軌
道
駅
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
駅

施
設
、
車
両
の
構
造
等
に
応
じ
て
、十
分
に
列
車
の
走
行
の
安
全
確
保
が
図
れ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、

令
和
十
二
年
度
ま
で
に
四
千
番
線
に
お
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
車
両
乗
降
口
の
段
差
及
び

間
の

縮
小
を
進
め
る
。

さ
ら
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
単
独
で
列
車
に
乗
降
し
や
す
い
鉄
軌
道
駅
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
駅

施
設
及
び
車
両
の
構
造
等
に
応
じ
て
、
十
分
に
列
車
の
走
行
の
安
全
確
保
が
図
れ
る
こ
と
を
確
認
し
つ

つ
、
可
能
な
限
り
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
車
両
乗
降
口
の
段
差
及
び

間
の
縮
小
を
進
め
る
。

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
令
和

十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
段
差
の
解
消
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の

整
備
、
運
行
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
高
齢
者
障
害
者
等

用
便
房
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て

も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成

状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
三
千
人
以
上
で
あ
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
及
び
一
日
当
た
り
の

平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
で
あ
っ
て
重
点
整
備
地
区
内
の
生
活
関
連
施
設
で
あ

る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
段
差
の
解

消
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
整
備
、
運
行
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便

所
が
あ
る
場
合
に
は
障
害
者
対
応
型
便
所
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以

外
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態

等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能

な
限
り
実
施
す
る
。

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
令

和
十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
段
差
の
解
消
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク

の
整
備
、
運
航
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
高
齢
者
障
害
者

等
用
便
房
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
高
齢
化
の
進
む
離
島
と
の
間
の
航
路
等

に
利
用
す
る
公
共
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
順
次
、
移
動
等
円
滑

化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を

踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
令

和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
段
差
の
解
消
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の

整
備
、
運
航
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
障
害
者
対
応
型
便

所
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
高
齢
化
の
進
む
離
島
と
の
間
の
航
路
等
に
利
用

す
る
公
共
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
順
次
、
移
動
等
円
滑
化
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、高
齢
者
、

障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、

移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
に
つ
い
て

は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、
段
差
の
解
消
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ

ロ
ッ
ク
の
整
備
、
運
航
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
高
齢
者

障
害
者
等
用
便
房
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
航
空
旅
客
タ
ー
ミ

ナ
ル
施
設
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、

基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施

す
る
。

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
に
つ
い
て

は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
に
つ
い
て
、段
差
の
解
消
、視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ

ク
の
整
備
、
運
航
情
報
提
供
設
備
そ
の
他
の
案
内
設
備
の
設
置
、
便
所
が
あ
る
場
合
に
は
障
害
者
対
応

型
便
所
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

に
つ
い
て
も
、
利
用
者
数
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想

等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

車
両
等

車
両
等

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

鉄
道
車
両
及
び
軌
道
車
両

鉄
道
車
両
及
び
軌
道
車
両

総
車
両
数
約
五
万
二
千
両
の
う
ち
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
四
万
千
六
百
両
に
つ
い
て
、
令

和
十
二
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
特
別
急
行
料
金
等
を
適
用
す
る
車
両
に

つ
い
て
、
車
椅
子
用
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
を
可
能
な
限
り
速
や
か
に
進
め
る
。

総
車
両
数
約
五
万
三
千
両
の
う
ち
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
三
万
七
千
百
両
に
つ
い
て
、
令

和
七
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
新
幹
線
の
車
両
に
つ
い
て
、
車
椅
子
用
フ

リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
を
可
能
な
限
り
速
や
か
に
進
め
る
。

乗
合
バ
ス
車
両

乗
合
バ
ス
車
両

総
車
両
数
約
五
万
五
千
台
か
ら
乗
合
バ
ス
車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
移
動
等
円
滑
化
基
準
の

適
用
除
外
認
定
車
両
（
以
下
「
適
用
除
外
認
定
車
両
」
と
い
う
。）約
一
万
台
を
除
い
た
約
四
万
五
千
台

の
う
ち
、
約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
四
万
台
に
つ
い
て
、令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、ノ
ン
ス
テ
ッ

プ
バ
ス
を
導
入
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

総
車
両
数
約
六
万
台
か
ら
乗
合
バ
ス
車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
移
動
等
円
滑
化
基
準
の
適
用

除
外
認
定
車
両
（
以
下
「
適
用
除
外
認
定
車
両
」
と
い
う
。）約
一
万
台
を
除
い
た
約
五
万
台
の
う
ち
、

約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
四
万
台
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
を

導
入
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
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適
用
除
外
認
定
車
両
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
そ
の
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た

る
約
二
千
五
百
台
を
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス
ロ
ー
プ
付
き
バ
ス
と
す
る
な
ど
、
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
利
用
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、
可
能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
な
が
ら
、
運
行

系
統
別
の
導
入
状
況
に
つ
い
て
も
、
進
捗
状
況
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
た
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
う
ち
鉄
軌
道
ア

ク
セ
ス
が
な
い
施
設
へ
の
バ
ス
路
線
を
運
行
す
る
乗
合
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
へ
ア
ク
セ

ス
す
る
バ
ス
路
線
の
運
行
系
統
の
総
数
の
約
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
し
た
車

両
を
含
む
運
行
と
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

適
用
除
外
認
定
車
両
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
そ
の
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る

約
二
千
五
百
台
を
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス
ロ
ー
プ
付
き
バ
ス
と
す
る
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利

用
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、
可
能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、令
和
七
年
度
ま
で
に
、

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
う
ち
鉄
軌
道
ア

ク
セ
ス
が
な
い
施
設
へ
の
バ
ス
路
線
を
運
行
す
る
乗
合
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
へ
ア
ク
セ

ス
す
る
バ
ス
路
線
の
運
行
系
統
の
総
数
の
約
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
し
た
車

両
を
含
む
運
行
と
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

貸
切
バ
ス
車
両

貸
切
バ
ス
車
両

令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約
二
千
百
台
の
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
、
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス
ロ
ー
プ

付
き
バ
ス
を
導
入
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

令
和
七
年
度
ま
で
に
、
約
二
千
百
台
の
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
、
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
又
は
ス
ロ
ー
プ
付

き
バ
ス
を
導
入
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

タ
ク
シ
ー
車
両

タ
ク
シ
ー
車
両

令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約
九
万
台
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
（
流

し
営
業
に
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
身
体
障
害
者
の
ほ
か
、
高
齢
者
、
妊
産
婦
、
子
供
連
れ
の

人
等
、
様
々
な
人
が
利
用
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
い
う
。）を
含
む
。）を
導

入
し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
総
車

両
数
の
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
と
し
、
移
動
等
円
滑

化
を
実
施
す
る
。

令
和
七
年
度
ま
で
に
、
約
九
万
台
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
（
流
し

営
業
に
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
身
体
障
害
者
の
ほ
か
、
高
齢
者
や
妊
産
婦
、
子
供
連
れ
の
人

等
、
様
々
な
人
が
利
用
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
い
う
。）を
含
む
。）を
導
入

し
て
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
総
車
両
数

の
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
と
し
、
移
動
等
円
滑
化
を

実
施
す
る
。

船
舶

船
舶

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
及
び
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
す
る
総
隻
数
約
七
百
隻
の
う
ち
約

七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
四
百
九
十
隻
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を

実
施
す
る
。
ま
た
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
就
航
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、船
舶
の
構
造
等
の
制
約
条
件
を
踏
ま
え
て
、

可
能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
及
び
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
す
る
総
隻
数
約
七
百
隻
の
う
ち
約

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
約
四
百
二
十
隻
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
二
千
人
以
上
で
あ
る
旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

就
航
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
船
舶
の
構
造
等
の
制
約
条
件
を
踏
ま
え
て
、
可

能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
以
外
の
船
舶
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
を
踏
ま
え
て
、

可
能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
以
外
の
船
舶
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
を
踏
ま
え
て
、

可
能
な
限
り
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

航
空
機

航
空
機

現
在
、
全
て
の
航
空
機
に
つ
い
て
、
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
引
き
続
き
、

移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
し
た
航
空
機
の
導
入
を
推
進
し
、
原
則
と
し
て
全
て
移
動
等
円
滑
化
を
実

施
す
る
。

総
機
数
約
六
百
七
十
機
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
移
動
等
円
滑
化
を
実

施
す
る
。

道
路

道
路

重
点
整
備
地
区
内
の
主
要
な
生
活
関
連
経
路
（
生
活
関
連
施
設
相
互
間
の
経
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
構
成
す
る
道
路
等
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
特
定
道
路
の
約
七
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令

和
十
二
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

重
点
整
備
地
区
内
の
主
要
な
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
等
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
特
定

道
路
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

都
市
公
園

都
市
公
園

園
路
及
び
広
場

園
路
及
び
広
場

園
路
及
び
広
場
（
特
定
公
園
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き

い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、

園
路
及
び
広
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
都
市
公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま

え
て
、
園
路
及
び
広
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

園
路
及
び
広
場
（
特
定
公
園
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き

い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、

園
路
及
び
広
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
都
市
公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま

え
て
、
園
路
及
び
広
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。
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駐
車
場

駐
車
場

駐
車
場
の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き
い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
六
十
パ
ー
セ
ン

ト
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
駐
車
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外

の
都
市
公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状

況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
駐
車
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

駐
車
場
の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き
い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
六
十
パ
ー
セ
ン

ト
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
駐
車
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の

都
市
公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況

そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
駐
車
場
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

便
所

便
所

便
所
の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き
い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
便
所
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
都

市
公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ

の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
便
所
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

便
所
の
設
置
さ
れ
た
規
模
の
大
き
い
概
ね
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
都
市
公
園
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
便
所
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
都
市

公
園
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本
構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の

他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
便
所
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

路
外
駐
車
場

路
外
駐
車
場

特
定
路
外
駐
車
場
の
約
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を

実
施
す
る
。

特
定
路
外
駐
車
場
の
約
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実

施
す
る
。

建
築
物

建
築
物

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
特
別
特
定
建
築
物
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。）で
公
立
の
も
の
（
以
下
「
公
立
小
学
校
等
」

と
い
う
。）を
除
く
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
は
、
総
ス
ト
ッ
ク
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和

十
二
年
度
ま
で
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
特
別
特
定
建
築
物
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。）で
公
立
の
も
の
（
以
下
「
公
立
小
学
校
等
」

と
い
う
。）を
除
く
。）の
総
ス
ト
ッ
ク
の
約
六
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
移
動

等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
特
別
特
定
建
築
物
等
に

つ
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
条
例
制
定
の
促
進
並
び
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
及
び
周
知
に
よ

り
、
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
国
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
行
う
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
工
事
の
う
ち
、
原
則
と
し
て

当
該
工
事
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
全
て
の
工
事
に
つ
い
て
、
令
和

十
二
年
度
ま
で
に
、
設
計
等
の
段
階
に
お
け
る
当
事
者
参
画
を
実
施
す
る
。

さ
ら
に
、
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
特
別
特
定
建
築
物
等
に
つ
い
て
も
、
地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
条
例
制
定
の
促
進
並
び
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
及
び
周
知
に
よ
り
、
移
動
等
円
滑
化

を
実
施
す
る
。

公
立
小
学
校
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
設
置
者
に
お
け
る
高
齢
者
障
害
者

等
用
便
房
、
ス
ロ
ー
プ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
及
び
当
該
移
動
等
円
滑
化
に
係

る
整
備
計
画
等
の
策
定
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
当
事
者
参
画
を
実
施
す
る
。

公
立
小
学
校
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
障
害
者
対
応
型
便
所
、
ス
ロ
ー
プ
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
。

信
号
機
等

信
号
機
等

重
点
整
備
地
区
内
の
主
要
な
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
信
号
機
等
に
つ
い

て
は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
の
当
該
道
路
に
お
い
て
、
音
響
信
号
機
、
高
齢
者
等

感
応
信
号
機
等
の
信
号
機
の
設
置
、
歩
行
者
用
道
路
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
識
の
設
置
、
横
断

歩
道
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
示
（
以
下
「
横
断
歩
道
標
示
」
と
い
う
。）の
設
置
等
の
移
動
等
円

滑
化
を
実
施
す
る
。

重
点
整
備
地
区
内
の
主
要
な
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
信
号
機
等
に
つ
い

て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
の
当
該
道
路
に
お
い
て
、
音
響
信
号
機
、
高
齢
者
等
感

応
信
号
機
等
の
信
号
機
の
設
置
、
歩
行
者
用
道
路
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
識
の
設
置
、
横
断
歩

道
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
示
（
以
下
「
横
断
歩
道
標
示
」
と
い
う
。）の
設
置
等
の
移
動
等
円
滑

化
を
実
施
す
る
。

特
に
、
当
該
道
路
の
う
ち
、
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
応
じ
、
視
覚
障
害
者
の
移
動
上
の
安
全
性
を
確

保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
設
置
さ
れ
て
い
る
信
号
機
等
の
移
動
等
円
滑
化

に
つ
い
て
は
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
の
当
該
部
分
に
お
い
て
、
音
響
信
号
機
の
設

置
及
び
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
た
め
の
線
状
又
は
点
状
の
突
起
が
設
け
ら
れ
た
横
断
歩
道
標
示
の
設

置
を
行
う
。

特
に
、
当
該
道
路
の
う
ち
、
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
応
じ
、
視
覚
障
害
者
の
移
動
上
の
安
全
性
を
確

保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
設
置
さ
れ
て
い
る
信
号
機
等
の
移
動
等
円
滑
化

に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
全
て
の
当
該
部
分
に
お
い
て
、
音
響
信
号
機
の
設
置

及
び
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
た
め
の
線
状
又
は
点
状
の
突
起
が
設
け
ら
れ
た
横
断
歩
道
標
示
の
設
置

を
行
う
。

ま
た
、
当
該
道
路
以
外
の
道
路
に
つ
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
通
行
の
実
態
等
に
鑑
み
、
基
本

構
想
等
の
作
成
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
信
号
機
等
の
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り

実
施
す
る
。
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基
本
構
想
等

基
本
構
想
等

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約
三
百
五
十
と
す

る
。
ま
た
、
基
本
構
想
の
作
成
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約
四
百
五
十
と
す
る
。

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、約
三
百
五
十
と
す
る
。

ま
た
、
基
本
構
想
の
作
成
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
約
四
百
五
十
と
す
る
。

ま
た
、
基
本
構
想
等
を
作
成
し
た
市
町
村
の
う
ち
、
当
事
者
参
画
の
下
、
継
続
的
に
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ

プ
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
町
村
（
直
近
五
年
以
内
に
法
第
二
十
四
条
の
四
又
は
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る

協
議
会
等
を
活
用
し
て
、
基
本
構
想
等
の
事
後
評
価
又
は
見
直
し
等
（
既
存
の
基
本
構
想
等
と
別
の
地
区

に
お
け
る
基
本
構
想
等
の
作
成
、
基
本
構
想
作
成
後
の
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
、
移
動
等
円
滑

化
促
進
方
針
作
成
後
の
基
本
構
想
の
作
成
を
含
む
。）を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
）
の
割
合
に
つ
い
て
、
令

和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
（
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
）

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
（
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
）

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
社
会
と
な
る
よ
う
な
環
境

整
備
を
推
進
す
る
。
ま
た
、「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
の
理
解
度
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
、
約

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
さ
ら
に
、
障
害
の
あ
る
人
へ
支
援
を
し
よ
う
と
す
る
人
の
割
合
及
び
多
様
な

他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
人
の
割
合
に
つ
い
て
、
令
和
十
二
年
度
ま

で
に
、
原
則
と
し
て
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
社
会
と
な
る
よ
う
な
環
境

整
備
を
推
進
す
る
。
ま
た
、「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
と
い
う
用
語
の
認
知
度
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま

で
に
、
約
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
立
場
を
理
解
し
て
行
動
が
で
き

て
い
る
人
の
割
合
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

二

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
施
設
設
置
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
施
設
設
置
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

１

施
設
及
び
車
両
等
の
整
備

１

施
設
及
び
車
両
等
の
整
備

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

便
所
等
附
属
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、
一
以
上
は
高
齢
者
障
害
者
等
用
に
す
る
な
ど
、高
齢
者
、

障
害
者
等
の
利
用
に
配
慮
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
高
齢
者
障
害
者
等
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
そ

の
旨
を
示
す
案
内
用
図
記
号
を
表
示
し
、
一
般
の
利
用
者
に
よ
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
へ
の
配
慮
を
促
す

こ
と
。

ロ

便
所
等
附
属
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、
一
以
上
は
障
害
者
対
応
型
に
す
る
な
ど
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
利
用
に
配
慮
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
者
対
応
型
の
設
備
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を

示
す
案
内
用
図
記
号
を
表
示
し
、
一
般
の
利
用
者
に
よ
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
へ
の
配
慮
を
促
す
こ
と
。

ハ
〜
ヘ

﹇
略
﹈

ハ
〜
ヘ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２
〜
６

﹇
略
﹈

２
〜
６

﹇
略
﹈

三

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

三

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

１

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
の
意
義
に
関
す
る
事
項

１

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
の
意
義
に
関
す
る
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

関
係
者
の
意
見
の
反
映
及
び
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
の
提
案

関
係
者
の
意
見
の
反
映
及
び
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
の
提
案

住
民
、
生
活
関
連
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
そ
の
他
利
害
関
係
者
、
関
係
す
る
施
設
設

置
管
理
者
及
び
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
参
画
に
よ
り
、
関
係
者
の
意
見
が
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針

に
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。
こ
の
た
め
、移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

法
第
二
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
協
議
会
（
以
下
「
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
協
議
会
」
と
い
う
。）を

積
極
的
に
活
用
し
、
関
係
者
の
参
画
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
既
に
同
条
第
二
項
各
号

住
民
、
生
活
関
連
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
そ
の
他
利
害
関
係
者
、
関
係
す
る
施
設
設

置
管
理
者
及
び
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
参
画
に
よ
り
、
関
係
者
の
意
見
が
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針

に
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。
こ
の
た
め
、移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

法
第
二
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
協
議
会
（
以
下
「
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
協
議
会
」
と
い
う
。）を

積
極
的
に
活
用
し
、
関
係
者
の
参
画
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
既
に
同
条
第
二
項
各
号
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ま
た
、
法
第
二
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
に
係
る
提
案
制
度
が

積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
提
案
を
受
け
た
際
に
は
、
移
動

等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
の
必
要
性
を
判
断
す
る
機
会
と
捉
え
、
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作

成
等
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
提
案
を
受
け
検
討
し
た
結
果
、

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
を
行
わ
な
い
場
合
で
も
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
必
要
な
説
明

責
任
を
果
た
す
た
め
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
法
第
二
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
に
係
る
提
案
制
度
が

積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
提
案
を
受
け
た
際
に
は
、
移
動

等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
の
必
要
性
を
判
断
す
る
機
会
と
捉
え
、
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作

成
等
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
提
案
を
受
け
検
討
し
た
結
果
、

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
作
成
等
を
行
わ
な
い
場
合
で
も
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
必
要
な
説
明

責
任
を
果
た
す
た
め
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
。

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

に
掲
げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
て
い
る
場
合
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
同
項
各

号
に
掲
げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
協
議
体
制
度
を
移

動
等
円
滑
化
促
進
方
針
協
議
会
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
意
見
を
求
め
る
べ
き
障

害
者
に
は
、
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
内
部
障
害
等
の
身
体
障
害
者
の
み
な
ら
ず
、
知
的
障
害
者
、
精

神
障
害
者
及
び
発
達
障
害
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

に
掲
げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
て
い
る
場
合
、
又
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
同

項
各
号
に
掲
げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
協
議
体
制
度

を
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
協
議
会
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
意
見
を
求
め
る
べ

き
障
害
者
に
は
、
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
内
部
障
害
等
の
身
体
障
害
者
の
み
な
ら
ず
、知
的
障
害
者
、

精
神
障
害
者
及
び
発
達
障
害
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
の
位
置
及
び
区
域
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

２

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
の
位
置
及
び
区
域
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
の
要
件

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
の
要
件

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

「
生
活
関
連
施
設
の
所
在
地
を
含
み
、
か
つ
、
生
活
関
連
施
設
相
互
間
の
移
動
が
通
常
徒
歩
で
行
わ

れ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
。」（
法
第
二
条
第
二
十
三
号
イ
）

「
生
活
関
連
施
設
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
お
い
て
利
用
す
る
旅
客
施

設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
所
在
地
を
含
み
、
か
つ
、
生

活
関
連
施
設
相
互
間
の
移
動
が
通
常
徒
歩
で
行
わ
れ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
。」（
法
第
二
条
第
二
十
三
号

イ
）

生
活
関
連
施
設
に
該
当
す
る
施
設
と
し
て
は
、
相
当
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
旅
客
施

設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設
、
病
院
、
文
化
施
設
、
商
業
施
設
、
学
校
等
多
岐
に
わ
た
る
施
設
が
想

定
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
施
設
を
含
め
る
か
は
施
設
の
利
用
の
状
況
等
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て

選
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

生
活
関
連
施
設
に
該
当
す
る
施
設
と
し
て
は
、
相
当
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
旅
客
施

設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設
、
病
院
、
文
化
施
設
、
商
業
施
設
、
学
校
等
多
岐
に
わ
た
る
施
設
が
想

定
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
施
設
を
含
め
る
か
は
施
設
の
利
用
の
状
況
等
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て

選
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
関
連
施
設
相
互
間
の
移
動
が
通
常
徒
歩
で
行
わ
れ
る
地
区
と
は
、
生
活
関
連
施
設
が
徒

歩
圏
内
に
集
積
し
て
い
る
地
区
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、生
活
関
連
施
設
が
お
お
む
ね
三
以
上
所
在
し
、

か
つ
、
当
該
施
設
を
利
用
す
る
相
当
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
相
互
間
の
移
動
が

徒
歩
で
行
わ
れ
る
地
区
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
関
連
施
設
相
互
間
の
移
動
が
通
常
徒
歩
で
行
わ
れ
る
地
区
と
は
、
生
活
関
連
施
設
が
徒

歩
圏
内
に
集
積
し
て
い
る
地
区
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、生
活
関
連
施
設
が
お
お
む
ね
三
以
上
所
在
し
、

か
つ
、
当
該
施
設
を
利
用
す
る
相
当
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
相
互
間
の
移
動
が

徒
歩
で
行
わ
れ
る
地
区
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
生
活
関
連
施
設
及
び
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
（
道
路
、
駅
前
広
場
、
通
路

そ
の
他
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す

る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
。」（
法
第
二
条
第
二
十
三
号
ロ
）

「
生
活
関
連
施
設
及
び
生
活
関
連
経
路
（
生
活
関
連
施
設
相
互
間
の
経
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を

構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
（
道
路
、
駅
前
広
場
、
通
路
そ
の
他
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

地
区
で
あ
る
こ
と
。」（
法
第
二
条
第
二
十
三
号
ロ
）

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
は
、
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

移
動
等
円
滑
化
促
進
地
区
は
、
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
徒
歩
若
し
く
は
車
椅
子
に
よ
る
移
動
又
は
施
設
の
利
用
、
土
地

利
用
及
び
諸
機
能
の
集
積
の
状
況
及
び
将
来
の
方
向
性
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該

地
区
に
お
い
て
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

こ
の
た
め
、
高
齢
者
、障
害
者
等
の
徒
歩
若
し
く
は
車
椅
子
に
よ
る
移
動
又
は
施
設
の
利
用
の
状
況
、

土
地
利
用
及
び
諸
機
能
の
集
積
の
実
態
並
び
に
将
来
の
方
向
性
等
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、

当
該
地
区
に
お
い
て
移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

３
〜
５

﹇
略
﹈

３
〜
５

﹇
略
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



四

基
本
構
想
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

四

基
本
構
想
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

市
町
村
は
、
基
本
構
想
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
、

施
設
設
置
管
理
者
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
の
関
係
者
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

市
町
村
は
、
基
本
構
想
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
、

施
設
設
置
管
理
者
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
の
関
係
者
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

１

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
意
義
に
関
す
る
事
項

１

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
意
義
に
関
す
る
事
項

・

﹇
略
﹈

・

﹇
略
﹈

基
本
構
想
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

基
本
構
想
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
の
反
映
及
び
基
本
構
想
の
作
成
等
の
提
案

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
の
反
映
及
び
基
本
構
想
の
作
成
等
の
提
案

生
活
関
連
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
を
始
め
関
係
者
の
参
画
に
よ
り
、
関
係
者
の
意
見

が
基
本
構
想
に
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。
こ
の
た
め
、
基
本
構
想
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
協
議
会
（
以
下
「
基
本
構
想
協
議
会
」
と
い
う
。）を
積
極
的
に
活
用
し
、

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
参
画
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
既
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
て
い
る
場
合
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
同
項
各
号
に
掲

げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
協
議
体
制
度
を
基
本
構
想

協
議
会
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
意
見
を
求
め
る
べ
き
障
害
者
に
は
、視
覚
障
害
、

聴
覚
障
害
、
内
部
障
害
等
の
身
体
障
害
者
の
み
な
ら
ず
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
発
達
障
害

者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

生
活
関
連
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
を
始
め
関
係
者
の
参
画
に
よ
り
、
関
係
者
の
意
見

が
基
本
構
想
に
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。
こ
の
た
め
、
基
本
構
想
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
協
議
会
（
以
下
「
基
本
構
想
協
議
会
」
と
い
う
。）を
積
極
的
に
活
用
し
、

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
参
画
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
既
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
て
い
る
場
合
、
又
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
同
項
各
号

に
掲
げ
る
構
成
員
か
ら
な
る
協
議
体
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
協
議
体
制
度
を
基
本

構
想
協
議
会
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
意
見
を
求
め
る
べ
き
障
害
者
に
は
、
視
覚

障
害
、
聴
覚
障
害
、
内
部
障
害
等
の
身
体
障
害
者
の
み
な
ら
ず
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
発

達
障
害
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
基
本
構
想
の
作
成
等
に
係
る
提
案
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ

る
よ
う
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
提
案
を
受
け
た
際
に
は
、
基
本
構
想
の
作
成
等
の
必

要
性
を
判
断
す
る
機
会
と
捉
え
、
基
本
構
想
の
作
成
等
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
な
お
、
提
案
を
受
け
検
討
し
た
結
果
、
基
本
構
想
の
作
成
等
を
行
わ
な
い
場
合
で
も
、
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
必
要
な
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
そ
の
理
由
を
公
表
す

る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
基
本
構
想
の
作
成
等
に
係
る
提
案
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ

る
よ
う
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
提
案
を
受
け
た
際
に
は
、
基
本
構
想
の
作
成
等
の
必

要
性
を
判
断
す
る
機
会
と
捉
え
、
基
本
構
想
の
作
成
等
に
つ
い
て
積
極
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
な
お
、
提
案
を
受
け
検
討
し
た
結
果
、
基
本
構
想
の
作
成
等
を
行
わ
な
い
場
合
で
も
、
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
必
要
な
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
そ
の
理
由
を
公
表
す

る
必
要
が
あ
る
。

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

段
階
的
か
つ
継
続
的
な
発
展
（
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
）

段
階
的
か
つ
継
続
的
な
発
展
（
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
）

移
動
等
円
滑
化
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
基
本
構
想
作
成
に
係
る
事
前
の
検
討
段
階
か
ら
事
後
の
評
価

の
段
階
に
至
る
ま
で
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
者
及
び
住
民
が
積
極
的
に
参
加
し
、
こ
の
参
加
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
得
ら
れ
た
知
見
を
共
有
化
し
、
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

移
動
等
円
滑
化
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
基
本
構
想
作
成
に
係
る
事
前
の
検
討
段
階
か
ら
事
後
の
評
価

の
段
階
に
至
る
ま
で
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
者
及
び
住
民
が
積
極
的
に
参
加
し
、
こ
の
参
加
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
得
ら
れ
た
知
見
を
共
有
化
し
、
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
市
町
村
は
、
基
本
構
想
が
作
成
さ
れ
た
後
も
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
施
設
を
利
用

す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
、
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
施
設

及
び
車
両
等
の
整
備
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
基
本
構
想
協
議
会
の
積
極
的
な
活
用
等
に
よ
り

基
本
構
想
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
事
業
の
成
果
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
構
想
の
見
直
し
及
び
新
た
な
基
本
構
想
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

そ
の
た
め
、
市
町
村
は
、
基
本
構
想
が
作
成
さ
れ
た
後
も
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
施
設
を
利
用

す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
並
び
に
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の

施
設
及
び
車
両
等
の
整
備
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
基
本
構
想
協
議
会
の
積
極
的
な
活
用
等
に

よ
り
基
本
構
想
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
事
業
の
成
果
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
構
想
の
見
直
し
及
び
新
た
な
基
本
構
想
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

ま
た
、
法
附
則
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
基

本
構
想
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
法
附
則
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
基
本
構
想
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

・

﹇
略
﹈

・

﹇
略
﹈

２
〜
５

﹇
略
﹈

２
〜
５

﹇
略
﹈
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五

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関
す
る
国
民
の
協
力

の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

五

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関
す
る
国
民
の
協
力

の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

﹇
略
﹈

１

﹇
略
﹈

２

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
の
取
組
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
基
本
的
な

役
割

２

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
の
取
組
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
基
本
的
な

役
割

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

国
民
の
役
割

国
民
の
役
割

基
本
的
な
役
割

基
本
的
な
役
割

国
民
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性

並
び
に
そ
の
た
め
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
移
動
及
び
施
設
の
利
用
を
実
現
す
る
こ
と
の
必
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
外
見
上
分
か
り
づ
ら
い
知
的

障
害
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
、
認
知
症
、
内
部
障
害
、
聴
覚
障
害
等
、
障
害
に
は
多
様
な
特
性
が
あ

る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

国
民
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性

並
び
に
そ
の
た
め
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
移
動
及
び
施
設
の
利
用
を
実
現
す
る
こ
と
の
必
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
外
見
上
分
か
り
づ
ら
い
聴
覚

障
害
、
内
部
障
害
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
な
ど
、
障
害
に
は
多
様
な
特
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
上
へ
の
駐
輪
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
へ
の
駐
車
等
に

よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
施
設
の
利
用
等
を
妨
げ
な
い
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
鉄
道
駅
の
利
用
に
当
た

り
、
必
要
に
応
じ
高
齢
者
、
障
害
者
等
を
手
助
け
す
る
こ
と
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑

化
の
た
め
に
必
要
と
な
る
支
援
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
円
滑
な
移
動
及
び
施
設
の
利
用
を
確
保
す
る

こ
と
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
上
へ
の
駐
輪
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
へ
の
駐
車
等
に

よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
施
設
の
利
用
等
を
妨
げ
な
い
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
鉄
道
駅
の
利
用
に
当
た

り
、
必
要
に
応
じ
高
齢
者
、
障
害
者
等
を
手
助
け
す
る
こ
と
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑

化
の
た
め
に
必
要
と
な
る
支
援
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
円
滑
な
移
動
及
び
施
設
の
利
用
を
確
保
す
る

こ
と
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

加
え
て
、「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
の
実
践
に
資
す
る
た
め
、
積
極
的
に
国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行

う
啓
発
活
動
等
に
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

加
え
て
、「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
の
実
践
に
資
す
る
た
め
、
積
極
的
に
国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行

う
啓
発
活
動
等
に
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

六

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

﹇
略
﹈

１

﹇
略
﹈

２

観
光
施
設
に
係
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供

２

観
光
施
設
に
係
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供

生
活
の
本
拠
の
周
辺
地
域
以
外
の
場
所
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
日

常
生
活
で
な
じ
み
の
な
い
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
事
前
に
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
情
報
を
適
確
に
把
握
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

生
活
の
本
拠
の
周
辺
地
域
以
外
の
場
所
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
日

常
生
活
で
な
じ
み
の
な
い
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
事
前
に
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
情
報
を
適
確
に
把
握
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
宿
泊
施
設
、
飲
食
店
そ
の
他
の
観
光
施
設
に
つ
い
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑

に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
用
具
の
備
付
け
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

て
い
る
施
設
を
認
定
す
る
仕
組
み
を
整
備
し
た
。
ま
た
、
認
定
を
受
け
た
施
設
が
掲
出
す
る
認
定
マ
ー
ク
を

策
定
す
る
と
と
も
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
も
と
に
よ
り
わ
か
り
や
す
い
形
で
提

供
さ
れ
る
こ
と
を
推
進
す
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
宿
泊
施
設
、
飲
食
店
そ
の
他
の
観
光
施
設
に
つ
い
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑

に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
用
具
の
備
付
け
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

て
い
る
施
設
を
認
定
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
認
定
を
受
け
た
施
設
に
つ
い
て
、
認
定
を
受
け
た

旨
を
外
形
上
わ
か
り
や
す
く
表
示
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
も
活
用
し
な
が
ら
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
も
と
に
よ
り
わ
か
り
や
す
い
形

で
提
供
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
。

七

﹇
略
﹈

七

﹇
略
﹈

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


